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1　はじめに
傷害制御対策立案のためには、リスク要因を同定し、
そのリスク要因への暴露あるいはリスク要因そのものを
減らす方策を検討することが必要である 1）。対策を実施し
た後には、その効果を検証することも必要である。した
がって、これらの活動には傷害発生数、発生時の状況、
発生の変化などのデータを収集して分析することが不可
欠である。中でも、傷害データを継続的に収集・分析す
るインジャリー・サーベイランスと呼ばれる活動が重要
となる。
わが国には様々な形で傷害データを収集するシステム
が存在し、データが蓄積されているが、これらのデータ
は傷害制御に十分活用されているだろうか。わが国の傷

害データ収集システムはインジャリー・サーベイランス
としての要件を満たしているだろうか。
本稿では、インジャリー・サーベイランスとはどのよ
うなものか、わが国における傷害データ収集の現状、他
の先進国におけるインジャリー・サーベイランスの状況
を概説し、わが国で実施しているデータ収集システムを
いかにしてインジャリー・サーベイランスとして再編成
し活用すべきか、その障壁になっているもの、課題など、
提言を交えて解説する。

2　インジャリー・サーベイランスとは
2-1　インジャリー・サーベイランスの目的
サーベイランスとは、疾病の予防対策立案と実施、お
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よびその評価を目的とし、継続的に疾病発生に関する情
報を収集、分析、解釈、情報提供するものである 2）。歴史
的には感染症を対象としたサーベイランスの整備に始ま
り、場所、時間、人の属性による分布、あるいは症例の
集積を記録・記述してきた。そのデータは、重要度の高
い（ 重症あるいは高頻度の ）疾患の同定、流行の早期検
出と感染拡大の防止、あるいは発症の集積状況に基づく
リスク要因の同定と対策立案に用いられ成果を上げてき
た 3）。その後、非感染性疾患や傷害を対象としたデータ収
集が行われるようになった。感染症と同様に、傷害の効
果的制御は、リスク要因の同定、対策立案・実施、対策
の評価を必要とする。そのために、継続的な傷害発生の
データ収集とともに、分析と解釈の結果をタイムリーに、
調査研究を含む公衆衛生活動に活用することが不可欠で
ある。これらの活動全体がインジャリー・サーベイラン
スである。
長期間継続してデータ収集を行うために、サーベイラ
ンスは日常業務に組み込んで実施するのが一般的である。
日常業務に支障をきたさないようにするため、業務で収
集している既存データを用いるか、新たな収集データ項
目を追加する場合でも必要最小限とせざるを得ない。傷
害発生の因果モデルには感染症同様のシンプルな古典的
三角形モデルが用いられるが、実際には感染症に比べ、
より多くの要因が関連しており、サーベイランスで収集
できる限られたデータだけで修正可能なリスク要因（リ
スク要因そのものを低減、あるいはリスク要因への暴露
を低減させることが効果的な対策となる ） を明確にする
ことは容易ではない 1）。たとえば、自動車との衝突による
歩行者の外傷発生にかかわる要因には、自動車の速度、
ブレーキの性能、車体表面の性状、運転者の年齢、運転
行動、アルコールの関与、道路性状、天気、道路の安全
設備、歩行者の行動、歩行者の体格などが関連している。
したがって、インジャリー・サーベイランスを実施す
れば、ただちにすべての傷害について対策立案が行える
わけではなく、修正可能なリスク要因の同定には、詳細
な情報を収集する追加的な調査が必要となる場合が多い。
インジャリー・サーベイランスの中心的役割は、リスク
要因についての仮説設定、仮説検証のための疫学研究の

促進、政策立案者への情報提供と考えるべきである 3）。ま
た、短期的発生パターンの変化から流行を早期に検知し
て拡大を防ぐという感染症サーベイランスにおける役割
も、傷害については期待できない。短期間に傷害発生の
パターンが大きく変化することは、大規模災害以外では
ほとんどなく（自殺は報道により発生が拡大していく場
合がある）、長期的な変化を観察して増加傾向を示す傷害
を見出すことや対策の効果を検証することの方が重要な
役割であろう。

2-2　能動的サーベイランス、受動的サーベイランス
能動的サーベイランスはデータの収集を主目的として、
サーベイランス実施機関が医療機関や住民からデータを
能動的に収集する活動である 3）。一方、受動的サーベイラ
ンスはおもに業務として収集された情報に基づいて、サー
ベイランス実施機関への報告を待つものである。能動的
サーベイランスでは、必要とするデータを過不足なく収
集することができるが、新たなデータ収集活動を開始す
る必要があるためコストが高くなる。受動的サーベイラ
ンスでは業務として収集されているデータを利用するた
めコストがかからない反面、必要とするデータが十分に
収集されない場合がある。インジャリー・サーベイラン
スでは、家庭訪問により過去の傷害経験を聞き取り調査
する方法が能動的サーベイランスの例であり、サーベイ
ランス参加病院から患者の情報を提出してもらうのが受
動的サーベイランスの例である。限られた資源で長期間
継続的にデータ収集を行うためには、受動的サーベイラ
ンスが現実的である。

2-3　収集すべきデータ
傷害の発生を予防（ 一次予防 ）するためには、傷害発
生時の状況（ 場所、時間、人、活動、物の使用や関与な
ど ）についての詳細な情報を収集する必要がある。具体
的には、表 1に示すような情報が必要である。これらは
世界保健機関が作成したインジャリー・サーベイランス
のガイドラインと、受傷状況についての国際分類
International Classification of External Cause of Injury（ ICECI 
）に基づいている 4 ）5 ）。ICECIについては後述する。

表 1　インジャリー・サーベイランスで収集すべき基本的データ項目 4）

基本属性 傷害の情報 受傷時の状況（必須項目） 受傷時の状況（追加的項目）
・年齢
・性別

・性状
・重症度
・予後（生存、障害）

・受傷機転
・場所
・時刻
・受傷時の活動
・関与物・物質
・意図
・アルコール、向精神薬の使用

・暴力（原因、加害者情報、発生時の状況）
・交通外傷（衝突相手、道路状況、衝突の種別）
・場所（詳細分類）
・スポーツ外傷（スポーツ種別、防具、環境要因）
・労働災害（職業分類）
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表 1 に示したデータ項目は必要最小限のものであるが、
医療機関においてすべてを収集するのは容易ではない。
診療業務の中で収集する情報は、診断と治療に必要なも
のに限られており、必ずしもここに挙げた情報をすべて
収集しているわけではない。したがって、サーベイラン
スのために追加でデータ収集が必要になる。また、日常
業務のために収集されている情報は、標準化された方法
で収集されていない場合が多く、データ欠損も少なくな
い。医療機関でサーベイランスを実施するにあたっては、
収集すべきデータ項目を明確にしたうえで、追加項目に
ついて関係者と協議し、データ収集方法を標準化するこ
と（ 標準書式の作成、関係者への周知、基本的な講習 ）
が必要である。
一次予防だけでなく、二次予防（ 重症化予防 ）と三次

予防（ 再発や障害の重症化を予防 ）までを包括的に検討
するためには、上記データに加えて、受傷後の救護、治療、
リハビリテーションなどについての情報も必要となる。
多くの情報を効果的に予防対策に生かすために、ハドン・
マトリクスを用いて整理することができる。ハドン・マ
トリクスは古典的病因モデルの三要因（ 宿主要因、病因、
環境要因 ）と、傷害発生の時間的段階（ 受傷前、受傷時、
受傷後 ）の二軸で構成されている。受傷前の要因への働
きかけが一次予防に、受傷時と受傷後の要因への働きか
けが二次、三次予防に相当する 1）。
ハドン・マトリクスに従って、包括的なデータ収集を
行うことは単独のサーベイランス事業では不可能であり、
複数のデータベースを統合するべきである。たとえば、
交通外傷についてのデータであれば、受傷前と受傷時の
ものは警察が、受傷直後のものは救急隊が、医療機関到
着後のものは医療機関や保険者（ 健康保険、損害保険な
ど ）が持っている。単独の機関でこれらをすべて収集し
ようとするよりも、警察、救急隊、医療機関、保険デー
タを統合することで有用性の高い交通外傷統合データ
ベースとなるはずである。ただし、複数のデータソース
から抽出したデータを、個人を特定してマッチングする
ことは容易ではなく、この点については今後の課題とし
て後述する。

2-4　データ収集対象の定義（ 登録基準 ）
データ収集を傷害発生事例（ インシデント ）単位で行

うのか、受傷者単位で行うかを明確にしておく必要があ
る 4）。複数の受傷者が発生した場合、事例単位であれば 1
件とカウントされるが、受傷者単位であれば受傷者の数
だけカウントされる。データ収集対象となる事例や症例
の登録基準も明確に定義しておかないと、施設間や地域
間、あるいは時代により基準が異なり、地域間や時系列
での比較が困難になる。
死亡症例の登録では、「死亡」という一見明確な基準が

存在するが、どのタイミングの死亡までを含むかによっ
て差が生じうる。たとえば、警察庁データによる交通外
傷死亡は受傷後 24 時間以内の死亡と定義されており（ 30
日以内の死亡も集計している）、国際比較に用いられる 30
日以内の死亡、人口動態統計における 1年以内の死亡と
は無視できない差が生じる 6）。
非致死症例については、死亡例以上に登録基準の明確
化が重要である。擦過傷のような軽傷例まで登録するよ
り、一定以上の重症度の症例を登録するほうがデータの
有用性は高い。ただし、重症度の評価は簡単ではなく、
よく利用される「 医療機関を受診したもの 」、あるいは「 
入院を要したもの 」といった登録基準は、受療行動、施
設ごとあるいは医師ごとの入院基準の違いに影響を受け
る。国ごとに異なる医療システムは、受療行動や入院基
準に大きく影響する。客観的な重症度指標の使用には一
定の訓練が必要であり、救命救急センターのような三次
医療施設以外での適用は困難であろう。

2-5　データソース
インジャリー・サーベイランスに利用しうるデータソー
スには様々なものがあり、それぞれ特徴（ 長所と短所 ）
がある 1）4）。どのデータソースにもそれぞれ特有のバイア
スの可能性があり、十分理解したうえでデータを利用す
べきである 7）。わが国で利用可能なものについては後述す
る。
死亡統計（ 人口動態統計 ）では報告漏れは少ないが、
非死亡例についての情報が得られない。また、傷害の性
状や重症度、受傷時の状況についての詳細な情報が得ら
れない。病院データは、傷害の性状や重症度、治療内容
についての情報を得ることができる。参加施設を適切に
選択すれば代表性の高いデータとなり、非死亡例や軽傷
例も含むことが可能で、患者・家族、救急隊から受傷時
の詳細情報を得ることもできるので非常に重要なデータ
ソースである。ただし、以下のような弱点もある。登録
基準を明確にしておかないと登録される症例のばらつき
が大きくなる。医療機関を受診しない症例（ 病院外死亡例、
軽傷例、何らかの理由で受診しない症例 ）のデータは得
られないので選択バイアスを生じる場合がある（ 特に、
開発途上国では重症でも受診しないことが稀ではない ）。
病院がカバーしている地域（ 住民 ）が一定でないと長期
間の傾向を正確に示すことができない。人口の流出入や、
高齢化の進行、病院の数や機能の変化などの影響を受け
ることがある。診療に直接必要のない詳細な情報まで収
集、記録、入力することは医療従事者の負担が大きく、
事業継続困難となる事例も少なくない。救急搬送業務統
計からは、病院に救急搬送された症例の受傷時と搬送中
の情報を得ることができる。ただし、業務記録に基づく
ものであり、受傷時の情報は詳細に記録されているが、
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標準的な書式でのデータ収集ではなく自由記載が多い。
家庭訪問による調査は軽症なものから死亡例までカ
バーできるが、思い出しバイアスのために、データとし
て信頼できるのは過去 1～ 3カ月程度とされている 8）。家
庭訪問調査はコストと時間がかかるため、サーベイラン
スの方法として使用されることはまれであり、サーベイ
ランスの弱点を補うために単発の調査（ サーベイ ）とし
て使われるのが一般的である。
特定の傷害を対象としたデータソースも存在する。交
通外傷、暴力・犯罪被害、自殺については警察の統計デー
タが存在する。警察データは警察に届け出があったもの
のみ含まれるので、過少報告によるバイアスが生じうる 7）。
火災による熱傷については消防の火災統計、職場におけ
る傷害については労働災害統計、学校における傷害につ
いては学校管理下の災害統計などがある。商品や役務を
使用することによる傷害についての事故データベースも
ある。
疾病登録データをサーベイランスに使用することも可
能である。外傷登録は診療の質を改善することを主目的
としたデータ収集活動であるが、受傷時の情報が十分に
含まれていれば、外傷（ traumatic injury ）だけであるが（ 
中毒や溺水は含まれないことが多い ）、インジャリー・サー
ベイランスのデータソースとしても使うことができる 9）

10）。タイでは国立病院において傷害データ（ 中毒、溺水
も含む ）を収集して、診療の質改善と、傷害予防の両者
に活用している。

2-6　分類
データを標準化した形で収集して地域間や時系列での
比較を可能とするためには、傷害の性状や受傷機転の分
類を標準化しておくことが必要である。国際標準分類と
して国際疾病分類（ International Classification of Diseases: 
ICD ）を用いるのが一般的である。現在は第 10 回改訂版（ 
ICD-10 ）が用いられており、傷害分類として、損傷性状
分類である第 19 章と外因（ 受傷原因 ）分類である第 20
章の 2 種類が含まれている。これは、損傷性状を重視す
るか、受傷に至るプロセスを重視するかによって使い分
けるためである 3）。

ICDの 20 章はインジャリー・サーベイランスに用いる
受傷状況の分類枠組みとしては満足できるものではない。
受傷機転（ 意図と受傷機転により分類 ）、場所、受傷時
の活動についての分類は含むが、意図的傷害の受傷機転
分類が貧弱であり、場所、受傷時の活動、関与物・物質、
特定の傷害についての詳細分類がない。これは ICDが元々
死因分類のために作成されたもので、従来それほど詳細
な受傷機転分類を死亡統計（ 人口動態統計 ）に必要とし
ていなかったことによる。しかし、人口動態統計はイン
ジャリー・サーベイランスのデータソースとして活用す

べ き で あ り、ICD を 補 足 す る 目 的 で International 
Classification of External Cause of Injury（ ICECI ）が国際的
協働事業により作成された 5）。ICECIでは、意図、受傷機
転、場所、活動、関与物、特定の傷害（交通外傷、意図
的傷害、スポーツ外傷、労働災害など）に関する詳細を、
多軸的に（ それぞれの項目を独立に ）分類する。

ICECIの多軸分類は、先進的なインジャリー・サーベ
イランス事業で使用されていた分類の流れを汲んでいる。
その 1つが北欧医療統計委員会（ Nordic Medico-Statistical 
Committee: NOMESCO ） が 作 成 し た、NOMESCO 
Classification of External Causes of Injury（ NCECI ）であり、
1980 年代から北欧諸国のインジャリー・サーベイランス
で標準的分類として用いられていた 11）。NCECIの分類枠
組みは、欧州の統一的インジャリー・サーベイランスで
ある European Injury Database（ Euro-IDB ）の分類コード
の元にもなっている。最新の NCECIで特徴的なのは、受
傷機転を、イベント（ injury event/deviation: what went 
wrong? ）とモード（ mode: how was the injury sustained? ）
の 2軸に分割していることである。これにより、受傷時
の状況をより詳細に記述することが可能になり、サーベ
イランスデータの有用性を高められるかもしれない。
外傷登録では、診療の質改善を主目的としているため、
受傷機転よりも損傷性状と重症度の分類が重視される 12）。
損傷性状分類としては、ICD（19 章）そのものよりも
ICDの臨床用修正版（ Clinical modification ）を使用する
場合が一般的である。ICDは単一のコードで分類すると
いう原則があるため多発外傷の分類に困難があるが、修
正版では複数のコードを用いることができるうえ、分類
の粒度が細かい。ICD（ 臨床用修正版も ）には重症度情
報が含まれないため、重症度スコアを含む Abbreviated 
Injury Scale（ AIS ）が使われることも多い。AISではそれ
ぞれの損傷に分類コードをつけたうえで、重症度を 1（ 
軽症 ）から 6（ 致死的 ）の 6段階でスコア化する 12）。

2-7　リスク要因（ ハザード ）サーベイランス
リスク要因（ 行動、環境 ）への曝露についてのデータ
を収集するサーベイランスにも大きなメリットがある 3）。
リスク要因と傷害発生の関連が強く、特異的（ そのリス
ク要因がなければ傷害が発生しない ）である場合には、
そのリスク要因への曝露量減少が傷害制御策の直接的目
標となりうる。傷害の発生率は一般的に低いので、発生
率の変化を統計学的に検出するためには大きな人口が必
要となり、比較的小さな地域単位（ 市町村 ）では発生率
や死亡率を用いた評価が不可能であることが多い 13）。こ
のような場合には、対策の効果はリスク要因への曝露量
で評価を行うしかない 14）。
たとえば、わが国における幼児の溺死は全国でも年間
数十例しかなく 15）、致死率が高いために非死亡症例を含
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めても地域単位で継時的変化を評価することは不可能で
ある。家庭内の浴槽における入浴時以外の幼児溺水は、
浴槽に残った水が原因であり、入浴後の水を残さない、
あるいは子どもが浴室内に一人で入れないように鍵を設
置するなどにより確実に予防できる。地域単位でサーベ
イランスの対象とするには、溺水発生よりも、浴槽の残
り水への曝露（ 水を捨てる、鍵を設置などの行動 ）を評
価指標とするのが現実的である。リスク要因と傷害発生
の関連が弱い場合にはこの方法は有効ではない。
傷害の発生を対策の評価指標として用いる場合でも、
人口当たりの発生率ではなくリスク要因への曝露量当た
りの発生率を使用する方が適切な場合もある。たとえば
子どもの人口あたりの交通外傷発生率は、交通環境の改
善がなくとも、保護者が子どもを一人で外に出さないこ
とにより減らすことは可能である。この場合、環境には
変化がないので戸外の交通環境（リスク要因 ）への曝露
量当たりの傷害発生率には変化はなく、曝露量の減少に
より人口当たりの発生率を減少させていることになる。
反対に、環境が改善して安全が向上し、その結果子ども
の外遊びが増加すると、人口当たりの交通外傷発生率に
は期待通りの変化がないかもしれないが 16）、このような
場合でも曝露量当たりの発生率は減少しているはずであ
る。環境の改善による傷害制御が望ましい結果であるな
ら、曝露量当たりの発生率が評価指標として適切であろ
う。
リスク要因の測定方法としては、質問紙による自己申
告と観察による測定がある。リスク行動（ 飲酒、シート
ベルト着用など ）の自己申告は社会的に好ましい回答を
する傾向があり、環境要因についての自己申告は主観が
入ってしまうために、観察に比べて妥当性が低くなる可
能性がある 7）。しかし、環境安全（ 環境におけるリスク
要因 ）についての測定では、主観的な安全認識は戸外で
の身体活動や社会参加の量に強い影響を与える可能性が
あり、客観的測定とともにデータ収集に用いられるべき
である。外遊び、戸外での身体活動、社会参加等は、傷
害のリスク要因への曝露量指標であると同時に、健康増
進に資する活動の指標でもあり、健康増進活動の評価指
標としても経時的に測定する意義がある。

2-8　データ活用
インジャリー・サーベイランスで収集したデータは、
傷害の発生状況を示して重要度の高い傷害を明らかにす
る記述疫学的利用と、リスク要因を同定して予防策立案
と効果評価に役立てる分析疫学的利用の二つに供される。
記述疫学的利用では、傷害の頻度が、場所や人によっ
て異なり、時代により変化することを示し、対策の優先
度が高い傷害種別や対象者を明らかにすることができる。
この意味では、単純な集計（ 地域別、年齢別の発生数 ）

の報告を継続することは重要である。たとえば、わが国
の子どもの戸外における傷害死亡で最も発生頻度の高
かったのは1960年代には溺水であったが、湖沼や川のフェ
ンス設置や暗渠化などにより子どもの溺水は大きく減少
した一方、モータリゼーションの進展により交通外傷が
増加し、1970 年代には死亡数順位が入れ替わった 15）17）。
また、人口の高齢化に伴い、高齢者の交通外傷や転倒に
よる大腿骨頸部骨折の増加がみられている 6）18）。
分析疫学的利用では、介入により修正可能なリスク要
因を特定して具体的対策を立案することと、実施後の評
価を行うことが目標となる。しかし、単独のサーベイラ
ンス事業で収集できるデータ項目は限られており、最終
目標に到達することは困難である。リスク要因特定まで
可能にするためには、複数のデータベースをリンクさせ
て情報量を増やすか、追加情報の収集を行うことが必要
になる。データベースの統合については後述する。
追加情報の収集は、サーベイランスデータの分析から、
ある程度リスク要因の見込みを持って行うことになる。
幼児の転落外傷を例にとると、基本データ項目の収集に
より自宅での発生が多いことが明らかになったとしても、
これだけでは具体的な対策は立てられない。転落外傷発
生現場への追加調査を行うか、あるいは発生場所の環境
要因や発生時の状況を収集データに追加することにより、
たとえば高層階の住宅で、窓に転落防止柵が設置されて
いないことがリスク要因であることがわかれば、高層住
宅の窓への転落防止柵設置（ リスク要因の修正 ）を推奨
するキャンペーン、あるいは設置義務化を対策として提
案できる。これは、ニューヨークのインジャリー・サー
ベイランスのデータを活用した例であり、窓への柵設置
推奨キャンペーンにより幼児の転落外傷を減少させるこ
とに成功した7）。実際には、この例ではサーベイランスデー
タに発生場所、発生時の状況についての情報（ 高層階の
柵の無い窓から転落 ）が含まれていたため、追加調査な
しで対策に成功している。

3　わが国の現状
すべての傷害、すべての年齢層を全国規模でカバーす
る包括的なインジャリー・サーベイランスシステムは、
わが国には存在しないが、様々な傷害データ収集システ
ムが存在しており、多くの機関がそれぞれの目的に従っ
てデータ収集を行っている（表 2）1）。以下に主なものを
概説する。

3-1　人口動態統計
市町村への死亡届に基づく人口動態統計は、傷害を含
むすべての死因についての全国データを集計しているが
非死亡例は含まれない 15）。傷害の分類は ICDに基づき、
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損傷性状（ 19 章 ）と受傷機転（ 20 章 ）の 2種類のコー
ドを使用している。死亡診断書には、外因による死亡に
関して、受傷日時、受傷場所（ 住所 ）、場所種別、受傷
時の状況についての記載欄があり、人口動態統計にはこ
れらの情報に基づいた集計報告も含まれている。

3-2　交通事故統合データベース
警察庁が収集した交通事故データ（ 死亡、非死亡とも
含む ）を、交通事故総合分析センターが道路・車両デー
タと統合し、交通事故統合データベースとして運用して
いる 6）19）。集計報告は年報、エクセル形式で入手できる。
データベース自体は非公開のため、特殊な集計はセンター
に分析を委託（ 有料 ）することになる。外傷発生時の状
況についての詳細な情報を含むが、重症度や損傷分類は
医師による診断ではないため、外傷登録ほどの精度は期
待できない。

3-3　医療機関におけるデータ収集
わが国の医療機関における外傷登録として、Japan 

Trauma Data Bank（ JTDB ）がある 12）20）。全国約 220 施設
（ 重症外傷を扱う医療機関が多く含まれる ）が参加し、
ウェブ上でデータ入力を行うシステムとなっている。診
療の質を評価するために、外傷分類、重症度、初期診療
とそのタイミング、手術内容など合計 90 項目以上を入力
する必要があり、診療記録からのデータ抽出、外傷分類
のコーディング、入力の業務量が非常に大きい。

JTDBをインジャリー・サーベイランスとして使用する
場合の問題点は、中毒や溺水などの非外傷性の傷害（ 
non-traumatic injury ）を含まないこと、診療の質評価を目
的としているため受傷時の情報収集が限られている（ 意
図、受傷機転のみ ）ことである。しかし、収集データ項
目を修正・追加すれば、すべての傷害を網羅できないと
いう弱点はあっても、外傷制御を目的とした外傷サーベ
イランスとして十分に機能しうる。
このほかに、石川県医師会が子どもの傷害データ収集
事業を実施している。県内の公立・公的医療機関を中心に、
救急医療を行っている 10 か所の医療機関からデータを収
集し、集計結果は「子ども事故予防通信」として医師会
のホームページで公開されている 21）22）。

3-4　学校管理下の災害統計
日本スポーツ振興センターが、学校（ 幼稚園・保育所
を含む ）管理下の活動（ 課外活動、通学を含む ）におけ
る災害（ 疾病と傷害 ）に対する共済給付のデータを集計
している 23）24）。給付対象は療養に要する費用の額が 5,000
円以上のものであり、医療機関受診を要しない軽度なも
のは含まれず、登録基準は他のデータベースよりも明確
である。集計結果は統計書、事例集、事例検索データベー

スとして公開されている。事例検索データベースは、死亡・
障害事例を検索して受傷時の状況を知ることができる 25）。

3-5　消費者庁管轄の事業
消費者が製品、サービス、設備などの使用により受傷
した傷害については、消費者庁と国民生活センターが共
同で様々な方法でデータ収集を行っている 26）。この中で、
医療機関ネットワークには平成 24 年 6 月現在全国 24 病
院が参加しており、再発防止に活かすことを目的として
消費生活における事故情報を収集している 27）。参加病院
を受診した症例のうち、各医療機関が重大性などの観点
から選択して報告するものであり、全症例が報告される
わけではない。
事故情報データバンクは、関係行政機関が保有する生
命・身体に係る製品、食品、サービスなどによる傷害の
情報を一元的に集約したデータベースで、消費者庁のウェ
ブサイトから閲覧可能である 28）。また、消費生活用製品
の製造者又は輸入事業者は、重大な製品事故について 10
日以内に消費者庁に報告する義務があり、消費者庁は当
該情報を迅速に公表するなどの措置を行うことになって
いる 26）。

3-6　その他のデータソース
その他のデータソースとして、労働災害統計 29）、救急

搬送データ 30）、損害保険データ 31）、自殺統計 32）、犯罪統
計 33）がある。今後利用の可能性があるデータソースとし
て、医療保険の診療報酬請求明細書（レセプト）データ
がある。レセプトのデジタル化、学術利用推進のための
ナショナルデータベース整備が進みつつある 34）35）。レセ
プトには受傷機転の情報は含まれないためリスク要因を
同定することはできないが、診断名情報から傷害による
受診状況と医療費を把握することができる。個票データ
使用には審査を受ける必要があるが、ほかのデータソー
スでは個票データの利用がほぼ不可能であり、貴重なデー
タソースといえる。
医療保険に由来するデータとして、レセプトデータの
ほかに Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment 
System（ DPC/PDPS：診断群分類に基づく 1日当たりの定
額報酬算定制度 ）のデータがある 36）。DPCは診断と処置
の分類を組み合わせた患者分類である。この制度は、急
性期の入院医療が対象となり、2003 年に特定機能病院 82
病院が参加して開始され、現在では一般病床の半数強が
対象となっている。診断と処置の分類は標準化されてお
り分析に適している。レセプトデータと同様の形で個票
データの利用が検討されている 37）。

3-7　個票データの利用・データベースの統合
行政機関が収集した統計データについては、統計法に
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基づき、学術研究のために、匿名化した個票データを所
管機関から研究者に提供できるが、現状では個票データ
を利用できるデータソースは限られている 38）。また、そ

れぞれのデータソースは、傷害のリスク要因を同定する
ために十分な情報を含んでいないので、複数のデータソー
スをリンクする試みも行われている。警察庁が収集した

表２　わが国で収集されている主要な傷害データ
データ源 実施機関 内容

人口動態統計 厚生労働省 15） 死亡統計
市区町村への死亡届けに基づく統計で、すべての原因による死亡
が含まれる。傷害の性状の分類コードに加えて、外因（受傷機転）
コードが含まれる

交通事故統合データベー
ス

警察庁 6）

交通事故総合分析セン
ター 19）

死亡、負傷、事故件数
警察への届け出による。受傷後 24 時間以内の死亡を死亡の定義と
しているが、30 日以内死亡の集計も含まれる。道路情報、車両情
報を統合したデータベースとして、交通事故総合分析センターが
管理している。

日本外傷データバンク 日本外傷学会
日本救急医学会
日本外傷診療機構 12）20）

外傷登録
参加病院における外傷患者データに基づく。転帰（死亡／生存）、
重症度、損傷性状、治療などの情報が含まれる

「石川県　子ども事故予
防通信」
（医療機関におけるサー
ベイランス）

石川県医師会 22） 救急室におけるインジャリー・サーベイランス
定点医療機関の救急室を受診した未就学幼児の傷害情報を収集し
ている。

学校管理下の災害統計　
学校事故事例検索データ
ベース

日本スポーツ振興セン
ター 23 – 25）

災害共済給付統計
死亡、障害、負傷（疾病も含む）データを含む。事例データには
受傷時の状況記述が含まれる

消費者安全法に基づく事
故情報収集
医療機関ネットワーク
事故情報データバンク

消費者庁 26 – 28）

国民生活センター
関係機関、製造業者などから重大事故に関する情報を収集してい
る。医療機関ネットワークでは、参加病院を受診した症例のうち、
医療機関が重大と考えたものを報告している。

労働災害統計 厚生労働省 29） 労災保険給付データ及び労働者死傷病報告に基づいている。死亡、
負傷（休業 4日以上）データを含む

救急搬送患者
「救急・救助の現況」

総務省消防庁 30） 救急隊の業務統計
救急車による搬送患者数、搬送理由などのデータを含む。

損害保険データ
「自動車保険データにみ
る交通事故の実態」

日本損害保険協会 31） 損害保険支払いデータ統計
死亡数、後遺障害数、負傷数、事故件数、損失額などを含む。

自殺の統計 内閣府 32） 警察庁の自殺統計原票を集計した結果と人口動態統計の 2つを掲
載している。

犯罪統計 警察庁 33） 殺人、暴行の被害件数を集計している。
レセプト情報、特定健診
情報

厚生労働省 35）

保険者中央団体保険者
傷害により医療機関を受診した場合の、診断名、診療内容情報が
含まれる。データ利用には有識者会議の審査が必要。受傷機転に
ついての情報は含まれない。

DPCデータ 厚生労働省 36） 診断と処置の分類を組み合わせた標準化された患者分類を用いて
いる。DPCを用いた包括払いシステムに参加している急性期病院
のみが含まれる。診断分類は ICDの 19 章を用いており、副次的
診断名がつくこともあるが、基本的に単一のコードで分類する。
受傷機転についての情報は含まれない。
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交通事故データを、損傷性状や治療経過の詳細情報を含
む外傷登録データベース（ JTDB ）や経済損失にかかわ
る情報を含む損保データとリンクさせることは非常に有
用性が高いが、試験的に行われたことがあるだけで継続
的な統合データベース構築はいまだ実施されていない 39）

40）。

4　諸外国の現状
紙幅の関係でオーストラリア、米国、欧州のインジャ
リー・サーベイランスについて簡単に紹介する。これら
のサーベイランスデータを用いた分析結果は多数出版さ
れている。オーストラリアのビクトリア州におけるサー
ベイランスについては山中 41）が詳細に紹介しているので
参照されたい。また、先進国だけでなく開発途上国でも
インジャリー・サーベイランスが広く実施されており、
その状況についても本稿では紹介できないが他稿を参照
されたい 9）10）42）。

4-1　オーストラリア
オーストラリアでは National Injury Surveillance Unit（ 

NISU ）が傷害に関する全国データを収集、集計している。
死亡データは医師による死亡診断書と検視官からの検視
報告に基づき、非死亡データは全国の病院から収集され
る退院データに基づいている。NISUは Australian Institute 
of Health and Welfareと Flinders大学との共同事業であり、
オーストラリア政府の資金を受けて Flinders大学がデータ
の管理、分析を担当している 43）。
州ごとにインジャリー・サーベイランスが構築されて
おり、ビクトリア州の Victorian Injury Surveillance Unit（ 
VISU ）は 1989 年に小児のインジャリー・サーベイラン
スとした開始された 44）。その後成人に対象が拡大され、
以下に述べるように業務統計データに組み込まれていっ
た。VISUのデータベースはMonash大学がデータの管理、
分析を担当している。死亡データ、入院データ、外来デー
タの 3種類のデータを 3つのデータソースから収集して
いる。
死亡データはオーストラリア統計局の死亡データから
抽出される。入院データはビクトリア州の全病院（公立
病院、私立病院すべて）で生存退院した全症例について
収集される Victorian Admitted Episodes Dataset（ VAED ）
から得ている。外来データは、州内すべての公立病院救
急外来（ 38 病院 ）を受診してトリアージを受けた症例（治
療なしも含む）についてのデータを収集する Victorian 
Emergency Minimum Dataset（ VEMD ）から得ている。イ
ンジャリー・サーベイランスのために収集しているデー
タ項目は、受傷原因、意図、傷害の診断、性状、受傷時
の活動、場所などである。VAEDと VEMDは傷害症例だ

けでなくすべての症例について年齢性別、診断名、疾患
の性状、ヘルスサービスの利用状況などの情報を収集し、
医療提供の計画、政策決定、疫学研究に利用するために
設けられたものである。
オーストラリアのインジャリー・サーベイランスは病
院で収集したデータが主であり、医療機関を受診する必
要があった症例をすべてカバーできる利点はあるが、受
傷時の情報が十分に収集できない。受傷時の状況につい
てのより詳細なデータを含むデータソース、たとえば交
通外傷については警察データ、とリンクさせることによ
り具体的予防策立案に利用可能なデータベースを構築す
ることも検討されている 45）。

4-2　米国
米 国 で は 1971 年 か ら、U.S. Consumer Product Safety 

Commission（ CPSC ）が確率的抽出により選ばれた全米
を代表するサンプル病院の救急室において、製品に関連
した傷害のデータ収集を行っている 46）。これが National 
Electronic Injury Surveillance System（ NEISS ）である。デー
タ収集の対象を、製品に関連したものだけでなくすべて
の傷害に 2000 年から拡大したものが NEISS All Injury 
Program（ NEISS-AIP ）で、全米の 66 病院でデータ収集
が行われている。NEISS-AIPは CPSCと National Center 
for Injury Prevention and Control（ NCIPC ）の共同事業で
あ り、 デ ー タ は Web-based Injury Statistics Query and 
Reporting System（ WISQARS ）で様々な形での集計結果
を表示できるようになっている 47）。
米国の交通外傷データのサーベイランスとしては

National Highway Traffic Safety Administration（ NHTSA ）
が実施している Fatality Analysis Reporting System（ FARS 
）が非常に有用である（ 以前は Fatal Accident Reporting 
Systemであったが、現在は Accidentという語を使わなく
なっている ）48）。公道上で発生した自動車の衝突のうち、
少なくとも 1人が 30 日以内に死亡したものがすべて記録
されたデータベースである 7）。データは、警察の事故記録、
運転者情報、車両情報、医療記録（死亡診断書を含む）
などの、州の公的データベースから抽出される。衝突時
の詳細情報（ 飲酒や薬物使用を含む運転者の情報、天候、
道路状況、車種・年式など ）が含まれている。ウェブ上
で集計を行うこともできる。

National Violent Death Reporting System （ NVDRS ）は意
図的傷害を対象とするインジャリー・サーベイランスで、
ほかのサーベイランス（ FARSや NEISS ）に比べると遅
くに開始された。現在 18 州でデータ収集を行っている。
他人に対する、自分に対する、集団に対する、あるいは
地域に対する意図的な物理的外力による死亡がデータ収
集の対象となる 49）。そのほか、意図しない銃火器による
死亡（ 銃火器による死亡をすべて集計するため ）と、意
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図のはっきりしない死亡（ 意図的と推測されるものがあ
る程度含まれるため ）も含まれている。データは死亡診断、
検視官記録、司法機関の記録、科学捜査記録から抽出さ
れる。

4-3　欧州
欧州の中では、北欧諸国で早くから地域レベルで傷害
データを収集して、重要な傷害とハイリスク・グループ
の同定、地域住民や政治家からの支援獲得、傷害制御を
目的とした研究の推進、対策評価等を行い傷害制御に成
果を上げてきた 50）51）。セーフ・コミュニティ活動発祥の
地であるスウェーデンでは、1970 年代に地域レベルの傷
害データ収集システムを構築するところから傷害制御活
動が広がっていった 51 ）。デンマークでも 1970 年代から病
院の救急室での交通外傷データ収集が始まり、のちにす
べての傷害データへ対象が広がった 52）。このように、サー
ベイランス事業が広がったことで、受傷状況を詳細に記
述できる標準的分類の必要性が高まり、前述のように北
欧における標準分類として NCECIが作成された。他に欧
州における先駆的なインジャリー・サーベイランスの例
として、1996 年に英国のウェールズで始まった、救急室
を受診した傷害患者のデータを収集する All Wales Injury 
Surveillance System（ AWISS ）がある 53）。
欧州全体として標準的な方法による傷害データ収集は
1986 年に European Home and Leisure Accident Surveillance 
System（ EHLASS ）として始まった。データ収集の対象
となるのはサンプル病院の救急室を受診した患者で、当
初は製品による傷害予防を主たる目的としていたが、登
録対象をすべての傷害に拡大し、European Injury Database（ 
Euro-IDB ）として現在まで活動が継続している 54）。デー
タは欧州委員会で集計されて、定期的に報告書が発行さ
れている 55 ）。
2011 年から、標準的方法によるインジャリー・サーベ
イランスを欧州連合全体に拡大する目的で、Joint Action 
on Injury Monitoring in Europe（ JAMIE ）と呼ばれる 3年
計画が始まった。これにより Euro-IDBにデータを送る国
が 20 か国まで増加した 53）。しかし、2014 年にプロジェ
クトが終了すると同時にサーベイランスのための予算が
激減して、データ収集・入力の停滞、データの質悪化、サー
ベイランスそのものの中断などの問題が発生しつつある。

4-4　データの活用
先進諸国には業務統計としてのデータ収集だけではな
く、傷害制御を主要な目的とし、複数のデータソースか
ら必要な情報を抽出して分析に活用できるインジャリー・
サーベイランスが存在している。目的を明確にして必要
なデータ項目を決め、データの質管理も行われている。
集計結果を公表するだけでなく、個票データも公開して

研究者による分析を促進している。

5　  インジャリー・サーベイランスの
課題

5-1　目的の明確化と十分な資源の投入
わが国では様々な形で傷害データが収集されているが、
その目的が明確にされないままに、あるいは達成できな
い目的を漠然と掲げてデータを集積し続けているのかも
しれない。インジャリー・サーベイランスの主要な目的
としては、傷害発生パターンの記述、長期的変化の記述（ 
増加しつつある傷害、新たに表れてきた傷害の検出 ）、追
加的研究の促進、といったものに限定し、具体的対策の
立案は追加的調査に任せるべきだろう。
わが国でおこなわれている地域単位のインジャリー・
サーベイランス事業は、医療機関で実施するものが多い。
十分な人手と予算を投入できないため、個人的努力に依
存することになり、多忙な医療従事者への負担が大きい。
収集データ項目は限定されるため、サーベイランス事業
単独で具体的対策を立案するのは難しい。また、市町村
等の地域単位では人口規模が小さ過ぎて、傷害発生率の
変化により介入効果を評価することができない 13）。負担
が大きい割に成果が乏しく、意欲を失ってサーベイラン
ス事業の継続が困難となる、ということにもなりかねな
い。
地域ごとの比較や、継時的な変化を検討するためには、
全国規模で標準化した方法によりデータ収集すべきであ
る。国家的事業として十分な資源を投入することにより、
継続的な事業実施が可能になるはずである。セーフ・コ
ミュニティ事業などで地域サーベイランスを行う場合に
は、全国規模のデータベースから当該地域のデータを抽
出して利用し、必要に応じて既存データ（ 保険、消防、
警察など ）の利用や、追加的調査を実施するのが現実的
である。地域単位で新たなデータ収集システムを立ち上
げるのは負担が大きいうえに、通常掲げられる目的（ 対
策立案と評価 ）を単独で達成するには無理がある。

5-2　データ統合
単一のデータソースには、リスク要因同定や効果評価
に必要な情報が十分に含まれていない場合が多い。単一
のデータベースですべての目的を満たそうとすると、徒
にデータ項目が増加して現場の負担が大きくなり望まし
くない。複数のデータソースを統合することで、対策立
案や評価、あるいはそれにかかわる研究が飛躍的に促進
される可能性がある。たとえば、傷害の損傷性状や重症
度の詳細情報を含むデータベースと、受傷時の詳細情報
を含むデータベースを統合すれば、損傷性状ごとのリス
ク要因を特定し予防に生かせるかもしれない。
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データベース統合には、同一個人のデータをマッチン
グする必要があるが、マッチングに個人固有の ID番号、
個人名、生年月日を使用することが許されていないので、
高いマッチング率を得ることができない。これを改善す
るために、個人情報（ 保険証番号、氏名、生年月日など 
）の文字列を要約化と暗号化によりキーコードとして利
用する方法も工夫されている 56）。将来的にはこのような
方法により、複数のデータソースを高いマッチング率で
リンクさせることが期待できる。
情報通信技術とセンシング技術の進歩により、自動的
に大規模なデータを収集することが可能になってきてお
り、受傷時の行動や環境要因に関する詳細情報を自動的
に収集して、インジャリー・サーベイランスに統合し対
策立案に活用できる可能性がある 57）58）。例えば、自動車
や道路に埋め込まれたセンサーからの、速度、交通量、
運転行動などの情報を集積し、これまでのサーベイラン
スでは明らかできなかった道路側のリスク要因を特定で
きるかもしれない。また、ユビキタスセンシング技術を
利用して受傷時の行動に関する正確な情報を収集したり
59）、サーベイランスシステムと身体地図情報システムを
統合して、身体上の損傷部位と事故状況の因果関係を分
析する試みも行われている 60）。これらは、今後、医学と
工学の連携が重要となる研究分野である。

5-3　個票データの利用
現在わが国では、個人情報を保護するという理由のも
とに研究者が個票データを用いて分析することに大きな
制約がある（ 個人情報保護法は研究目的に使用すること
は正当な利用法として認めているのだが ）。厚生労働省が
管理するデータの一部は審査を経た後で利用可能になっ
てきたが、まだ公開が十分とは言えない 35）38）。公開され
ている報告書に含まれる集計済みデータ（ 集計表 ）しか
分析に用いることができないという現状では、分析的な
研究はほとんど成り立たず、記述的な研究が主流となら
ざるを得ない。単一データベースであっても個票データ
を分析することが可能になれば、わが国における傷害制
御研究が大きく進むはずである。
データベースを管理する団体にとってデータが重要な
収入源となっている場合があり（ 委託集計により収益を
得ている ）、研究者への個票データ公開により収入が減る、
ということも公開が進まない理由の一つかもしれない。
研究に委託集計を利用する場合でも、営利企業からの委
託と同じ金額を請求される場合があり、間違いなくわが
国における傷害制御研究を著しく阻害している（ 中国、
台湾は言うに及ばず、アジア諸国と比べてもわが国から
の論文発表は極端に少ない ）。

6　まとめ
インジャリー・サーベイランスとはどのようなもので、
わが国における傷害データ収集の現状、他の先進国の状
況、今後の課題について述べてきた。わが国には、様々
な形で傷害データを収集するメカニズムが存在している
が、それらを統合して分析に活用できるような枠組みが
存在していない。データ収集システムは存在しているが、
傷害制御に活用できる、本来あるべき形でのインジャ
リー・サーベイランスとして存在していないとも言える。
様々な課題はあるが、最も重要なのは、分散しているシ
ステムとデータを「 傷害制御 」という明確な目的を持っ
た国家的事業として統合することである。サーベイラン
スで可能なことと不可能なことを明確にしたうえで、政
策立案や評価に必要な追加的研究を推進していくべきで
ある。そのためには、集計データの公表だけに終わるの
ではなく、集積した個票データを分析に使用できるよう
に公開することが不可欠である。
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